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（ 様式 ２）  

鳥 取県 立とっ とり 賀露か にっ こ館の 委託 業務に 関す る事業 計画 書  

  

１  管 理運営 の基 本的な 考え 方  

（ １） 鳥取県 立と っとり 賀露 かにっ こ館 の指定 管理 者を希 望す る理由  

 当 事 業 団 は 、 県 立 ６ 施 設 の 管 理 運 営 を 開 園 以 来 行 っ て お り 、 平 成 ２ １ 年 度 か ら は 鳥

取 二 十 世 紀 梨 記 念 館 の 指 定 管 理 者 に も 選 定 し て い た だ い て お り ま す 。 こ の 間 、 公 の 施

設 を 管 理 す る に は 不 可 欠 で あ る 平 等 な 利 用 の 確 保 を 行 う と と も に 、 施 設 の 設 置 目 的 を

十 分に 発揮す るた め適正 に運 営して 参り ました 。  

 今 回 か に っ こ 館 に 指 定 管 理 者 制 度 が 導 入 さ れ る こ と に 際 し 、 当 事 業 団 が 保 有 す る ノ

ウ ハ ウ を 存 分 に 発 揮 し て 、 か に っ こ 館 の 設 置 目 的 を 実 現 す る こ と に よ り 、 当 事 業 団 の

設 立目 的を実 現で きるも のと 考えて おり ます。  

ま た 平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ８ 日 に グ ラ ン ド オ ー プ ン し た 「 鳥 取 砂 丘 コ ナ ン 空 港 」 と 、 か

に っこ 館を含 む「マリ ンピ ア賀 露」に跨 がるエ リア につ いては 、交流や 物流 、集客の 拠

点 と し て 一 層 重 要 な 地 域 に な る こ と が 予 想 さ れ ま す 。 そ の よ う な 状 況 の 中 、 当 事 業 団

が 保 有 す る ス ケ ー ル メ リ ッ ト 及 び 職 員 の ス キ ル を 存 分 に 活 用 し て 、 こ の 地 域 の 更 な る

魅 力ア ップや 賑わ いの一 助と なるよ う、 努めて いき たいと 存じ ます 。  

以 上 の 理 由 か ら 、 是 非 か に っ こ 館 を 管 理 運 営 さ せ て い た だ き 、 地 域 経 済 の 発 展 や 鳥

取 県の 活性化 に寄 与した いと 考え、 応募 させて いた だきま した 。                                                                     

 

（ ２） 管理運 営の 方針  

＜ 管理 運営の 基本 的な考 え方 ＞  

当 事 業 団 が か に っ こ 館 を 管 理 運 営 す る に あ た り 、 現 在 鳥 取 県 が 直 営 で 管 理 運 営 を 行

っ て い る ベ ー ス を 引 き 継 ぎ な が ら 、 関 係 各 所 か ら の 評 価 や 利 用 者 の 声 、 ま た は 自 ら の

振 り 返 り を 基 に 見 直 し を 行 い 、 年 々 改 善 を 進 め て い き た い と 存 じ ま す 。 １ 年 目 よ り ２

年 目、 ２年目 より ３年目 と、 毎年充 実し ていく 管理 運営を 目指 してい く所 存です 。  

（ １） 住民の 公平 な利用 の確 保  

   現 在 ７ 施 設 に お い て 実 施 し て い る と お り 、 か に っ こ 館 に つ い て も 住 民 の 公 平 な

利 用の 確保を 実施 します 。県立施 設で あるこ とを 強く 認識し 、特定の 団体 や施 設、

個 人 等 に 便 宜 を 図 る な ど 、 公 平 な 利 用 を 妨 げ る 運 営 は 致 し ま せ ん 。 ま た ア ン ケ ー

ト や 外 部 か ら の 意 見 等 に 対 し て 常 に 耳 を 傾 け 、 更 に 公 平 な 利 用 を 推 進 す る よ う 努

め ます 。  

（ ２） 利用者 への サービ ス  

利 用 者 そ れ ぞ れ で 求 め る も の が 違 う こ と を 認 識 し 、 各 利 用 者 の 立 場 に 立 っ た 接

客 を 実 施 し ま す 。 な お 接 客 ス キ ル に つ い て は 研 修 を 通 じ て レ ベ ル ア ッ プ を 図 り ま

す 。 ま た 、 充 実 し た 展 示 、 イ ベ ン ト の 実 施 に よ り 顧 客 満 足 度 の 向 上 を 目 指 す と と

も に、飲料 等の提 供（ 自動 販売 機含む ）を 行い 利用 者の 利便性 の向 上を図 りま す。    

（ ３） 収入確 保と 経費の 節減  

  ① 収入の 確保  

   軽 飲 食 等 提 供 の ス ペ ー ス を 設 置 （ 保 健 所 許 可 の 場 合 ） す る と と も に 自 動 販 売 機

も 設 置 し 、 自 主 収 入 の 確 保 を 図 り ま す 。 ま た 参 加 型 イ ベ ン ト に つ い て は 公 平 性 の

観 点か ら受益 者負 担を基 本と し、参 加者 から実 費程 度をい ただ きます 。  

② 経費 の節減  

ア ．入 札等に よる 長期契 約に より経 費を 節減し ます 。  

イ ． 複 数 施 設 の 管 理 に よ る 事 務 ・ 事 業 ・ 人 役 等 の 効 率 化 に よ り 、 経 費 を 節 減 し ま

す 。  

ウ ．自 主修繕 ・自 主製作 によ り経費 を節 減しま す。  

エ ．無 料媒体 を利 用した 広報 により 経費 を節減 しま す。  

（ ４） 省エネ ルギ ー・省 資源 への取 組み  

   環 境 負 荷 の 低 減 を 考 慮 し た 商 品 を 購 入 す る よ う 努 め る と と も に 、 節 水 ・ 節 電 等

を 常に 意識し 、エ ネルギ ー資 源の 低 減化 に努め ます 。  
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当 事 業 団 が 管 理 運 営 し て い る 各 施 設 同 様 、 か に っ こ 館 に お い て も Ｔ Ｅ Ａ Ｓ （ 鳥

取 県版 環境管 理シ ステム 審査 登録制 度） Ⅱ種の 取得 を目指 しま す。  

（ ５） 水生生 物の 飼育・ 展示 ・水産 に関 する体 験活 動の場 の提 供  

   設 置 目 的 に あ る 「 水 生 生 物 の 魅 力 を 発 信 」 で き る よ う 、 適 正 な 飼 育 環 境 及 び 利

用 者 に 訴 求 力 の あ る 展 示 を 実 施 す る と と も に 、 「 水 産 振 興 」 を 図 る た め 効 果 的 に

体 験活 動を実 施し ます。  

（ ６） 利用者 の増 加  

① かに っこ館 の魅 力アッ プ  

   展 示 物 の 見 せ 方 に よ る 魅 力 ア ッ プ や 、 利 用 者 の 要 望 を 施 設 整 備 や イ ベ ン ト に 活

か し た 運 営 を 行 い ま す 。 ま た 館 外 に あ る 芝 生 広 場 を 効 果 的 に 活 用 し 、 利 用 促 進 を

図 りま す。  

② 効果 的な情 報発 信  

   訴 求 力 の あ る イ ベ ン ト や 新 た な 見 所 の 設 置 な ど 、 タ イ ム リ ー な 話 題 を 最 も 効 果

的 な 媒 体 で 情 報 発 信 し ま す 。 無 料 の パ ブ リ シ テ ィ を 利 用 し た 広 報 を 充 実 さ せ る た

め 、有 料広告 を使 いなが ら効 率的な 広報 に努め ます 。  

③ 他施 設との 連携  

   既 に 当 事 業 団 が 管 理 運 営 し て い る ７ 施 設 、 特 に 東 部 地 域 に あ り 集 客 対 象 が ほ ぼ

同 じ で あ る こ ど も の 国 と 氷 ノ 山 自 然 ふ れ あ い 館 と の 共 通 広 報 や 催 事 を 行 う と と も

に 、他 団体（ 鳥取 県観光施 設連 絡協議 会 、鳥取県観 光連 盟等）と連 携を図り 、集 客

に 努め ます。  

（ ７） 近隣集 客施 設や県 との 連携確 保  

   か に っ こ 館 へ の 集 客 は 単 独 で は 困 難 で あ り 、 周 辺 施 設 を 含 め た マ リ ン ピ ア 賀 露

全 体 で 誘 客 す る も の だ と 考 え ま す 。 つ き ま し て は 域 内 各 施 設 と 連 携 し 、 全 体 で 集

客 促進 を図っ てい きたい と存 じます 。  

   ま た 現 在 、 当 事 業 団 は 既 に 管 理 運 営 し て い る ７ 施 設 に お い て 緊 密 に 鳥 取 県 と の

連 携を 図って おり 、県の施 策（ 男女共 同参 画、子育 て支 援、星 取県 事業など ）に も

積 極 的 に 参 画 し て い ま す 。 か に っ こ 館 に つ い て も 同 様 に 、 鳥 取 県 と の 連 携 を 確 保

す ると ともに 、今 後に向 けて 継続・ 発展 してい く所 存です 。  

（ ８） 関係法 令等 の遵守  

   法 律 、 条 例 な ど 関 係 法 令 を 遵 守 し ま す 。 特 に 労 働 関 係 法 令 に つ い て は 内 容 が 身

近 でか つどこ にで も起こ りう る案件 が多 いため 、十 分に留 意し ます。  

（ ９） その他 の連 携  

① 関係 団体と の連 携  

   鳥 取 環 境 大 学 及 び 鳥 取 自 然 に 親 し む 会 と 連 携 し 、 展 示 ・ 体 験 メ ニ ュ ー 等 の 充 実

を 通じ て、幅 広い 周知や 集客 促進を 図り ます 。  

② 他県 水族館 との 連携  

   当 事 業 団 が 以 前 か ら 交 流 と し て い る 和 歌 山 県 の 「 す さ み 町 立 エ ビ と カ ニ の 水 族

館」及び兵 庫県 の「 神戸市 立須 磨海浜 水族 園」と連 携し ます。飼 育方法 や展 示方 法

の ノ ウ ハ ウ を 共 有 し 、 適 正 な 運 営 を 図 る と と も に 、 相 互 宣 伝 に よ る 幅 広 い 集 客 促

進 を図 ります 。  

 

（ ３） 他の施 設管 理の実 績  

・ 鳥取 砂丘こ ども の国（ 平成 １１年 ４月 ～）  

・ 氷ノ 山自然 ふれ あい館 （平 成１１ 年７ 月～）  

・ 東郷 湖羽合 臨海 公園（ 昭和 ５４年 １０ 月～）  

・ 中国 庭園燕 趙園 （平成 ７年 ７月～ ）  

・ 夢み なとタ ワー （平成 １０ 年５月 ～）  

・ とっ とり花 回廊 （平成 １１ 年４月 ～）  

・ 鳥取 二十世 紀梨 記念館 （平 成２１ 年４ 月～）  

 

２  サ ービス の提 供内容  

 （ １ ）水 生生物 の飼育管 理業 務（仕 様書 ３（１ ））  
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  ア  水生 生物 の収集  

 開 館 以 来 培 わ れ た 、 水 産 試 験 場 や 栽 培 漁 業 セ ン タ ー 、 漁 業 関 係 者 の 皆 様 を は じ め と

し た各 団体と の関 係を継 続し 、水生 生物 を幅広 く収 集でき る環 境を整 えま す。  

 そ の 上 で 、 当 事 業 団 が 企 画 す る 展 示 や イ ベ ン ト に 照 ら し て 必 要 と な る 水 生 生 物 は 、

関 係各 所から の入 手や自 主採 取、更 には 購入す るな どして 収集 するこ とと します 。  

 

  イ  水生 生物 の飼育  

 水生 生物の 飼育 につい て 、環境・設 備を 適正に 管理 し病気 や 斃 死の防 止に 努めま す。 

 具体 的には 、飼育 環境（ 水温・水質・換 水率 等）の確認 及び 調整、飼 育設 備（水 槽・

濾 過器 ・調温 装置 ・ポン プ等 ）の点 検及 び管理 を行 います 。  

 管理 は全職 員（ 初年度 は 嘱 託職員 が中 心）が 行い ます。  

 

  ウ  水生 生物 の展示  

 水生 生物の 動き や生態 とと もに、 実際 の飼育 方法 をご覧 いた だきま す。  

 ま た 顧 客 満 足 度 の 向 上 、 滞 在 時 間 の 延 長 等 を 目 的 と し て 、 館 内 の 案 内 ・ 説 明 機 能 を

充 実さ せます 。  

 

（ ２） 観光及 び水 産振興 に係 る業務 （仕 様書３ （３ ））  

  ア  水生 生物 の展示 ・生 態等の 紹介 ・イベ ント 実施  

（ １） 水生生 物の 展示・ 生態 等の紹 介方 法に係 る基 本的な 考え 方  

   展示に つい ては下 記の 基本的 考え 方に基 づき 実施し ます 。  

① 水生 生物を 紹介 する展 示  

    水 生 生 物 の 動 き や 生 態 な ど を 見 て い た だ く と と も に 、 解 説 文 や 説 明 に よ り 水

生 生物 の魅力 を発 信しま す。  

② 水生 生物の 飼育 方法を 意識 した展 示  

    給 餌 や 水 槽 の 清 掃 な ど 、 水 生 生 物 を 飼 育 す る 様 子 を 見 て い た だ き 、 水 生 生 物

に 対 す る 理 解 を 深 め ま す 。 実 際 の 展 示 に 関 し て は 、 新 た な 動 線 や 展 示 物 の 配

置 方法 などの 検討 も行い ます 。  

（ ２） イベン トの 実施  

   現 状 行 っ て い る 展 示 ・ イ ベ ン ト を 基 本 と し て 実 施 し 、 そ の 際 に 利 用 者 の 声 を 拾

い 上げ た上で、次のイ ベン トに 繋げて いき ます。下 記、体験 型・参 加型イベ ント に

つ いて は、新 規若 しくは 拡充 して実 施し たい 考 えて います 。  

＜ イベ ント実 施方 針＞  

 イベ ントに つい ては 、観 光振 興及び 水産 振興の 両面 からの アプ ローチ がで きる

も のと します 。  

 ①夏 休みの 自由 研究教 室  

  夏 休 み の 自 由 研 究 教 室 と し て 、 水 生 生 物 の 生 態 等 に つ い て 講 師 が 指 導 を 行 い 、 子

供 たち の研究 の手 助け を 行い ます 。なお 現地（海 辺等 ）で の野外 実施 も検 討し ます 。 

② 釣り 体験  

 現在 行われ てい るキン セン ガニを 含め た、 釣 り体 験を実 施し ます。  

③ 遊び 道具の 貸出 （芝生 広場 の活用 ）  

 芝生 広場の 活用 の一環 とし て、遊 び道 具を貸 し出 します （現 状拡充 ）。  

④ 展示 物の現 地調 達体験  

 近 く の 海 に 出 か け 、 展 示 物 の 調 達 を 行 い ま す 。 自 ら 捕 獲 し た 水 生 動 物 が 展 示 さ れ

る こ と に よ る 、 か に っ こ 館 へ の 親 近 感 の 醸 成 や リ ピ ー タ ー 対 策 を 目 的 と し て 実 施 し

ま す。  

⑤ 魚の 調理教 室  

 消 費 拡 大 を 図 る た め 、 魚 の 調 理 教 室 を 行 い ま す 。 最 も 季 節 に あ っ た 食 べ 方 や ち ょ

っ と変 わった 調理 方法な ど、 消費者 が興 味を示 すイ ベント とし ます。  

⑥ ウォ ーキン グの 実施  

東 郷湖 羽合臨 海公 園・鳥 取砂 丘コナ ン空 港 （ 2018 年７ 月に グラン ドオー プン ）と

協 力し 、かに っこ 空港ロ ード を使っ たウ ォーキ ング イベン トを 検討し ます 。  
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⑦ 芝生 広場の 効果 的な利 用促 進  

  野 外 イ ベ ン ト の 実 施 や 他 事 業 者 へ の 貸 出 な ど 、 芝 生 広 場 が 有 効 に 利 用 さ れ る 方 策

を 講じ ていき ます 。  

 

  イ  出前 かに っこ館  

 水 生 生 物 に 関 す る 体 験 学 習 の 幅 広 い 提 供 や 水 生 生 物 の 魅 力 の 発 信 の た め 、 出 前 か に

っ こ 館 を 継 続 し て 実 施 し ま す 。 予 約 ベ ー ス で 対 応 す る こ と と し 、 現 状 ど お り １ 日 １ 時

間 の実 施を基 本と します 。  

 な お 通 常 業 務 や 職 員 配 置 の 関 係 か ら 、 月 ２ 回 程 度 を 限 度 と し て 実 施 す る こ と と し 、

人 件費 、旅 費 、燃 料費や消 耗品 費など 、実費程 度の 費用 はその 都度 計算の 上 、頂戴 する

こ と と し ま す 。 た だ し 相 互 で の イ ベ ン ト 実 施 な ど 、 相 手 方 が 直 接 か に っ こ 館 の 集 客 促

進 に寄 与する 場合 はこの 限り ではあ りま せん。  

 

  ウ  鳥取 県の 観光及 び水 産の振 興を 図るた めの 提案・ 行事  

（ １） 観光の 振興  

 「 賀露 」と いう 鳥取市内 でも 観光客 、特に買 い物 客が 多く集 う地 域にお いて 、か にっ

こ 館が 観光振 興に 果たす 役割 は大き いと 考えま す。具 体的に は下 記の３ 点が ありま す。 

① 賀露 地域の 周遊 時間の 拡大 （⇒地 域の 消費額 の拡 大）  

② 賀露 地域の 魅力 拡大（ ⇒リ ピータ ーの 確保、 口コ ミによ り観 光客増 等）  

③ 県内 観光地 の紹 介（⇒ 鳥取 県内周 遊の 促進）  

こ のこ とを十 分理 解し、 集客 促進に 努め ます。  

 具 体 的 に は 、 館 内 の 新 た な 展 示 の 見 せ 方 や 館 内 案 内 な ど 見 方 を 変 え る こ と で 魅 力 ア

ッ プ を 行 う と と も に 、 当 事 業 団 が 既 に ７ 施 設 の 管 理 運 営 し て い る ス ケ ー ル メ リ ッ ト を

存 分 に 発 揮 し て 、 各 施 設 で の パ ン フ レ ッ ト 配 架 、 対 面 接 客 で の 周 知 や 相 互 で の イ ベ ン

ト 開催 によっ て集 客促進 を図 りたい と存 じます 。  

 また 近隣施 設（わっ たい な 、かろ いち 等 ）や東部 地域 の観光 関連 団体 、鳥 取県 や観光

連 盟な ど、関 係各 所と連 携し て集客 に努 めます 。  

（ ２） 水産の 振興  

 水産 振興に つい ては、 下記 事項を 柱と して実 施し ます。  

① 水産 業への 理解 促進  

② 水産 物への 愛着 醸成 （ ⇒特 に若年 層へ の訴求 ）  

③ 水産 物消費 の拡 大 （⇒ 「食 」がテ ーマ ）  

を 行っ ていき ます 。  

 具体 的には イベ ント・ 展示 ・体験 メニ ューを 通じ て実現 を図 ります 。  

 

  エ  自主 事業  

（ １） 事  業  名  軽飲食 等提 供事業 （保 健所許 可の 場合）  

（ ２） 事業内 容  かにっ こ館 館内で 軽飲 食 等を 提供 する。  

（ ３） 事業実 施の 目的及 び効 果  

   か に っ こ 館 の 館 内 に お い て 、 ジ ュ ー ス や お 菓 子 な ど の 軽 飲 食 等 を 提 供 し 、 利 用

者 の 便 に 供 す る と と も に 収 入 を 確 保 す る 。 な お 県 外 観 光 客 が 多 い 時 期 な ど 、 県 外

客 や 観 光 客 が 多 く 訪 れ る と 予 想 さ れ る 時 期 に つ い て は 、 顧 客 の ニ ー ズ を 見 極 め た

上 で一 部提供 メニ ューの 変更 （土産 物含 む）を 検討 する。  

（ ４） 収支計 画   

   ア  収 入 見込  １ ， ４ ３７ ， ０ ００ 円  

     （ 内訳 ）  
       売 店収入  １ ，４３ ７， ０００ 円  
       

   イ  支 出 見込    ５ ４７ ， ０ ００ 円  

     （ 内訳 ）  
       消 耗品費    １１ ９， ０００ 円  

       材 料費     ４２ ８， ０００ 円  
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（ １） 事  業  名  自動販 売機 事業  

（ ２） 事業内 容  自動販 売機 を３台 設置 する。  

（ ３） 事業実 施の 目的及 び効 果  

   主 に か に っ こ 館 の 館 外 に 自 動 販 売 機 を 設 置 し 、 か に っ こ 館 及 び 芝 生 広 場 利 用 者

の 便に 供する とと もに収 入を 確保す る。  

（ ４） 収支計 画   

   ア  収 入 見込  ７ ３ ５ ，０ ０ ０ 円  

     （ 内訳 ）  
       手 数料  ７３ ５，０ ００ 円  
 

   イ  支 出 見込        ０ 円  

     な し  
     ※ 自動 販売機 設置 業者に 委託  

 

  オ  サー ビス の向上 策と 利用促 進に 向けた 取組  

（ １） 軽飲食 等の 提供  

 ①軽 飲食等 の提 供（保 健所 許可の 場合 ）  

  現 在 の 受 付 周 辺 を 改 修 し 、 軽 飲 食 等 の 提 供 コ ー ナ ー を 新 た に 設 置 し ま す 。 基 本 を

平 日 の 客 層 と 思 わ れ る 若 い 母 親 と 幼 児 を タ ー ゲ ッ ト に し た メ ニ ュ ー と し 、 利 用 者 の

便 益 を 確 保 す る た め 、 高 価 す ぎ な い 料 金 設 定 と し ま す 。 想 定 し て い る メ ニ ュ ー は 飲

み 物、 ソフト クリ ーム、 お菓 子 など です 。  

  ま た 大 型 連 休 や 夏 休 み な ど 、 県 外 客 や 観 光 客 が 多 く 訪 れ る と 予 想 さ れ る 時 期 に つ

い ては 、顧 客のニ ーズ を見 極め た上で 一部 メニュ ーの 変更（土産 物含 む）を検 討 し 、

満 足度 の高い もの を提供 しま す。  

 ②自 動販売 機の 設置  

  か に っ こ 館 の 外 に ３ 台 程 度 、 飲 み 物 の 自 動 販 売 機 を 設 置 し ま す 。 対 象 は 芝 生 広 場

の 利 用 者 や 海 水 浴 場 側 駐 車 場 利 用 者 で す 。 か に っ こ 館 な ら で は の 、 特 徴 あ る 自 動 販

売 機の 導入も 併せ て検討 しま す。  

（ ２） 関係各 所と の連携  

 ①周 辺施設 との 連携  

  わ っ た い な 、 か ろ い ち な ど 周 辺 施 設 と 一 体 と な っ た 事 業 を 推 進 し ま す 。 地 域 一 帯

で のＰ Ｒや各 箇所 を巡る クイ ズラリ ーな ど、全 体で の集客 促進 を図り ます 。  

 ②当 事業団 運営 施設と の連 携  

  当 事 業 団 が 保 有 す る ノ ウ ハ ウ や 資 産 を 活 か し た 運 営 を 行 い ま す 。 着 ぐ る み や 遊 具

な ど の 共 通 利 用 、 移 動 ○ ○ 館 な ど の イ ベ ン ト の 相 互 実 施 、 共 通 広 報 ・ 共 通 営 業 や 運

営 ノウ ハウの 共有 など、 事業 団全体 とし て運営 を行 ってい きま す。  

③ 関係 団体と の連 携  

鳥 取環 境大学 や鳥 取自然 に親 しむ会 の協 力を仰 ぎ、新 たな 魅力ア ップを 図り ます 。

ま た、和歌 山県 の「すさみ 町立 エビと カニ の水族 館 」及び 兵庫 県の「 神戸 市立 須磨海

浜 水 族 館 」 と 連 携 し て 、 展 示 方 法 の ノ ウ ハ ウ 共 有 や 相 互 宣 伝 に よ る 幅 広 い 集 客 促 進

を 図り ます。    

 ④外 部事業 者と の連携  

  館 内 及 び 芝 生 広 場 で 実 施 す る イ ベ ン ト に 関 し て 、 外 部 事 業 者 に 委 託 し て 行 う こ と

を 検 討 し ま す 。 設 置 目 的 の 範 囲 内 で あ る こ と を 前 提 と し て 、 そ の イ ベ ン ト を 行 う こ

と に よ り 、 施 設 効 用 の 最 大 限 発 揮 や か に っ こ 館 の 入 館 者 増 、 更 に は 幅 広 い 周 知 等 が

見 込ま れるも のに ついて 実施 するこ とと します 。  

（ ３） 展示生 物の 「見せ 方」 の工夫  

 ①利 用者の 動線 検討  

  利 用 者 が 入 館 し て か ら 退 館 す る ま で の 動 線 を 検 討 し ま す 。 利 用 者 目 線 に 配 慮 し 、

最 も顧 客満足 度が 上がる よう 努めま す。  

  ま た、わった いな やか ろい ちの 利 用者 を、確実 にか にっこ 館の 来館に 繋げ る よう 、

し っか りアピ ール します 。  

 ②飼 育方法 の可 視化  
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  給 餌 や 水 槽 の 清 掃 な ど 、 実 際 水 生 生 物 を 飼 育 す る 様 子 を 見 て い た だ き 、 水 生 生 物

に 対す る理解 を深 めます 。  

 ③案 内機能 の充 実  

  予 約 さ れ た 方 に つ い て は 館 内 を 案 内 し 、 か に っ こ 館 の 魅 力 を Ｐ Ｒ し ま す 。 ま た 個

人 の 方 に つ い て も 館 内 で 声 を か け 、 希 望 さ れ る 方 に は か に っ こ 館 の 「 蘊 蓄 （ う ん ち

く ）」 を語り ます 。  

 ④イ ンバウ ンド 観光客 を意 識した 展示  

  韓 国 、 台 湾 、 香 港 を は じ め と し た イ ン バ ウ ン ド 観 光 客 が 増 え て い る 状 況 で あ る こ

と を 踏 ま え 、 外 国 の 方 々 の 目 線 に 立 っ た 展 示 を 行 い た い と 思 い ま す 。 各 国 に ゆ か り

の あ る 水 生 生 物 の 展 示 や 、 展 示 内 容 の 多 言 語 表 記 な ど 、 外 国 の 方 々 が 飽 き な い 展 示

を 目指 します 。  

（ ４） 幅広い 周知  

 ①新 ホーム ペー ジの作 成  

  新 し い ホ ー ム ペ ー ジ を 作 成 し ま す 。 な お 新 ホ ー ム ペ ー ジ は 指 定 管 理 期 間 前 に 完 成

さ せ 、 ４ 月 １ 日 か ら 運 用 開 始 と し ま す 。 Ｓ Ｎ Ｓ な ど を 利 用 し た タ イ ム リ ー な 情 報 の

提 供に 努め、 集客 ツール とし て最大 限活 用しま す。  

 ②有 料広報 の実 施  

  大 型 連 休 や 夏 休 み な ど 、 多 く の 集 客 が 見 込 め る と き を 中 心 に 有 料 広 告 を 掲 載 し ま

す 。 有 料 広 告 掲 出 の 際 は 、 記 事 や 番 組 で 優 先 的 に 取 り 上 げ て も ら う な ど 、 無 料 広 告

と セッ トで掲 出す ること に努 めます 。  

③ タイ ムリー なニ ュース の提 供によ る無 料媒体 の効 果的利 用  

  希 少 種 の 展 示 や 新 規 事 業 の 実 施 な ど 、 記 事 に な り 得 る と い う 事 案 の 際 に は 、 積 極

的 に資 料提供 を行 います 。  

（ ５） 新しい 集客 対策  

  子 供 た ち に 親 し み や す い 施 設 に す る た め 、 新 た な オ リ ジ ナ ル キ ャ ラ ク タ ー を 製 作

し 、更 なる集 客促 進を図 りま す。  

 

３  施 設管理  

 （ １ ）施 設設備 の維持管 理業 務（仕 様書 ３（２ ））  

  ア  業務 実施 に向け た考 え方  

 職員 による 日常 点検 や 委託 業者に よる 専門的 な点 検を 実 施し、施設設 備

の 異状 を速や かに 発見す るよ う心が け ま す。修繕 が必 要な場 合は 、県 との

役 割分 担を整 理し た上で 早期 に対処 する ものと し 、利 用者の 安全 安心の 確

保 や満 足度の 向上 、そし て施 設設備 の長 期使用 を図 りたい と存 じます 。  

 また 水槽清 掃の 徹底や 芝生 の適正 管理 により 清潔 な環境 を維 持しま す。 

備  考  

 

 

  イ  業務 の実 施内容  

業   務  実  施  内  容  

清 掃業 務  

（ １） 通常清 掃  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 通常 清掃： １週 単位）  

作 業の 種類  作 業の 方法  

床 拭き 掃除 、除じ ん部

分 汚れ 落とし  

１  ダ スト モップ 等で 丁寧 に掃 き、集

め たち りは所 定の 場へ搬 出す る。  

２  汚 れ や 水 滴 が 付 着 し た 部 分 を モ

ッ プ で 拭 く 。 便 所 は 床 全 面 の 水 拭 き

を する 。  

３  扉 部分 等の溝 等は 、必 要に 応じて

砂 等を 掃除機 で除 去する 。  

フ ロア マット の清 掃  真 空掃 除機で 吸引 する。  

ゴ ミ処 理  １  収 集し たゴミ は、定め られ た方法

で 分別 し、所 定の 場にお く。  

２  ゴ ミ 集 積 場 所 の 整 理 整 頓 に 心 が

け る。  

備 品等 の除じ ん  体 験 実 習 室 及 び 展 示 室 に あ る シ ョ ー



 - 7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ２） 定期清 掃  

〔 ３（ ２）① 〕  

 

 

 

ケ ース 、椅 子、テ ーブ ル、水槽 台等 の

汚 れを 拭き取 る。  

衛 生陶 器洗浄  洗 剤 を 含 ま せ た ス ポ ン ジ 等 で 洗 浄

し 、雑 巾で 拭きあ げる 。使 用す るスポ

ン ジ等 は便器 専用 とする 。  

洗 面台 洗浄  １  陶 器は 金具等 を洗 浄し 、雑 巾等で

拭 きあ げる。  

２  鏡 は、 乾拭き 又は 水拭 きと する。  

ペ ー パ ー ホ ル ダ ー 磨

き  

雑 巾等 で磨く 。  

汚 物処 理  汚 物 入 れ の 内 容 物 を 処 理 し 、 容 器 を

洗 浄す る。  

衛 生用 品の補 充  ト イ レ ッ ト ペ ー パ ー 、 せ っ け ん 水 の

補 充を 行う。  

 

（ 定期 清掃： ２ヶ 月単位 ）  

５ 、７ 、９、 １１ 、１、 ３月  年間 計６ 回  

作業の種類  作業の方法  
床 面清 掃、ワック ス仕

立  

１  椅 子等の 容易 に移動 でき る備品

は 移動 する。 ただ し、展 示用 の備品

は 移動 しない 。  

２  ダ ストモ ップ 等で丁 寧に 掃く。  

３  表 面洗浄 用洗 剤を塗 布し 、洗浄

用 パッ ドを装 着し たポリ ッシ ャーで

洗 浄す る。  

４  吸 水用真 空掃 除機又 は床 用スク

イ ージ ーで汚 水を 除去す る。  

５  モ ップで 水拭 きを行 い、 洗剤分

を 除去 し、十 分乾 燥させ る。  

６  ワ ックス をむ らなく 塗布 し、十

分 乾燥 させる 。  

７  移 動した 備品 等を元 に戻 す。  

窓 ガラ スの両 面洗

浄 、サ ッシ洗 浄  

１  ガ ラス面 に適 正に希 釈し た中性

洗 剤を 塗布し 、汚 れを除 去し 、ガラ

ス クイ ージー で汚 水を拭 き取 る。  

２  ガ ラス面 の角 の汚水 をタ オルで

清 拭す る。  

３  ガ ラス周 りの サッシ をタ オルで

清 拭す る。  

４  外 部 サ ッ シ の 表 面 は 水 拭 き 又 は

乾 拭 き し 、 溝 は 掃 除 機 等 で 除 じ ん し

水 拭き 又は乾 拭き する。  

ト イ レ 天 井 部 の 除 じ

ん  

ト イ レ 天 井 部 を 、 ほ う き や モ ッ プ 等

の 器具 を用い て除 じんす る。  

 

清 掃場 所  
面 積  

(㎡ ) 
材 質等  

通 常清 掃  定 期清 掃  

週 単位  2 ｹ月 単位  

風 除室  
11.4 

ブ ロ ッ

ク 敷き  
週 ６回  －  

展 示室 （松 葉が に

牧 場含 む） 、体 験

実 習室  

365.5 

ﾎ ﾓ ｼ ﾞ ﾆ ｱ

ｽ 系 ﾋ ﾞ ﾆ

ﾙ床 ﾀｲﾙ 

週 ６回  ○  

男 女ト イレ  
26.1 

磁 器 質

タ イル  
週 ６回  －  

洗 面所 、授 乳室 、

多 目的 トイレ  30.6 

ﾎ ﾓ ｼ ﾞ ﾆ ｱ

ｽ 系 ﾋ ﾞ ﾆ

ﾙ床 ﾀｲﾙ 

週 ６回  ○  

ト イレ 通路  

11.3 

ﾎ ﾓ ｼ ﾞ ﾆ ｱ

ｽ 系 ﾋ ﾞ ﾆ

ﾙ床 ﾀｲﾙ 

週 １回  ○  
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事 務室  
70.6 

塩 ビ 床

シ ート  
週 １回  ○  

計  515.5 －  －  －  
 

空 調等 保守点 検業 務  

〔 ３（ ２）② 〕  

別 紙１ のとお り  

海 水 取 水 施 設 維 持 管

理 業務  

〔 ３（ １）③ 〕  

 

点 検箇 所  点 検内 容  

ポ ンプ 全揚程  

１ ）締 切運転 圧力  

 

２ ）噴 出点検 圧力  

 

電 動機 電源圧 力  

 

 

運 転電 流  

 

 

 

運 転音  

１ ）ポ ンプ本 体  

２ ）電 動機  

振 動  

１ ）ポ ンプ本 体  

２ ）電 動機  

軸 封部  

１ ）メ カニカ ルシ

ー ル  

２ ）グ ランド パッ

キ ン  

 

軸 継手 ゴム損 耗度  

電 動機 絶縁抵 抗  

バ ルブ 類、ゲ ージ

類  

ポ ンプ 外観  

配 管  

 

 

制 御盤 （ ﾎﾟﾝﾌﾟ及 び

増 設）  

１ ）プ リント 基板  

２ ）冷 却ファ ン  

３ ）平 板コン デン

サ ー  

４ ）電 磁開閉 器  

機 器類  

１ ）圧 力セン サー  

２ ）圧 力スイ ッチ  

３ ）圧 力タン ク  

４ ）圧 力計  

５ ）逆 止弁  

流 量計 （１か 所）  

１ ）電 池  

（ １か 所当た り２

本 ）  

 

 

２ ）羽 車  

 

３ ）適 正表示  

 

圧 力計 で測定 （定 圧に達 しな い場合

は 、分 解点検 ）  

圧 力計 で測定 （定 圧に達 しな い場合

は 、分 解点検 ）  

電 圧計 で計測 （定 格電圧 ±10％ 以内 の

こ と。 相互の アン バラン スが ないこ

と 。）  

電 流計 で計測 （電 動機の 定格 電流値 以

下 であ ること 。電 流計の 針が 安定し て

い るこ と。）  

 

 

聴 音に よる確 認  

聴 音に よる確 認  

 

触 手に よる確 認  

触 手に よる確 認  

 

目 視に よる確 認（ 漏えい する 場合は 受

託 業者 負担に より 取替え ）  

目 視に よる確 認（ 増し締 めで も水漏 れ

す る場 合は受 託業 者負担 によ り取替

え ）  

目 視に よる確 認  

絶 縁抵 抗計で 測定  

正 常稼 働を目 視に より確 認  

 

ポ ンプ の塗装 状態 を目視 によ り確認  

目 視に よる漏 えい 状況の 確認 （ポン プ

室 から かにっ こ館 まで： L=約 650m）  

 

 

 

手 動に よる確 認  

聴 音に よる確 認  

電 圧計 で計測  

 

手 動に よる確 認  

 

圧 力設 定値の 測定  

圧 力設 定値の 測定  

ポ ンプ 停止時 間の 確認  

圧 力を 抜き、 圧力 ゲージ 「０ 」の確 認  

目 視に よる確 認  

（ 分岐 管１）  

専 用の リチウ ム電 池 (ER6V-M)3.6VDCを

購 入準 備し交 換（ 原則９ 月１ 回）。 交

換 時は 取扱説 明書 に基づ き行 い、再 設

定 を行 うこと 。  

 

電 池交 換時に 、流 量計の 分解 清掃を 行

う こと 。  

流 速、 流量等 の表 示状況 を手 動確認  
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自 家 用 電 気 工 作 物 の

保 守  

〔 ３（ １）④ 〕  

【 点検 、測定 及び 試験の 基準 】  

１  点 検業務 の区 分  

（ １） 月次点 検  

   主 と し て 設 備を運 転 し た 状 態 で 行 う点検 、 測 定 及 び 試験

を いう 。  

（ ２） 年次点 検Ａ  

   月 次 点 検 の 点検項 目 に 加 え 、 施 設 の運転 を 停 止 し て 絶縁

抵 抗測 定など を行 う点検 、測 定及び 試験 をいう 。  

（ ３） 年次点 検Ａ 新方式  

   設備を 運転 した状 態で 行う（ ２） の新方 式を いう。  

（ ４） 年次点 検Ｂ  

   （ ２ ） の 点 検項目 に 加 え 施 設 の 運 転を停 止 し て 継 電 器動

作 試験 などを 行う 精密な 点検 、測定 及び 試験を いう 。  

（ ５） 工事の 期間 中の点 検  

   設 置 又 は 変 更の工 事 に お い て 、 工 事期間 中 で な い と 点検

で き な い 箇 所 を 重 点 的に 行 う 点 検 を い う 。 工事 施 工 図 面

と 現 場 の 工 事 施 工 状 況を 十 分 照 合 す る と と もに 、 技 術 基

準 に 対 す る 適 合 状 況 につ い て 点 検 を 行 い 、 施工 状 況 の 点

検 に重 点をお く。  

（ ６） 施工検 査  

   設 置 又 は 変 更の工 事 が 完 成 し た 場 合にお い て 、 技 術 基準

に 基 づ き 施 工 さ れ て いる か 確 認 す る 精 密 な 点検 、 測 定 及

び 試験 をいう 。  

（ ７） 臨時点 検  

   異 常 が 発 生 した場 合 、 発 生 す る 恐 れがあ る 場 合 の 原 因探

求 等を いう。  

２  点 検の実 施回 数  

（ １） 月次点 検及 び年次 点検  

  ア  月 次 点 検 は、「 経 済 産 業 省 告 示 第２４ ９ 号 」 に 基 づき

行 うも のとす る。  

  イ  年 次 点 検 （Ａ新 方 式 及 び Ｂ ） は 、２年 に １ 回 行 う もの

と する 。  

（ ２） 工事期 間中 の点検  

   工事期 間中 の点検 は、 毎週１ 回以 上行う もの とする 。  

（ ３） 竣工検 査  

   竣工検 査は 、工事 完成 後行う もの とする 。  

（ ４） 臨時点 検  

   臨時点 検は 、必要 があ る都度 行う ものと する 。  

３  点 検の方 法  

（ １ ） 外 部 点 検 は 、次に 掲 げ る 項 目 に つ いて運 転 中 の 施 設 を肉

眼 又 は 双 眼 鏡 に よ る ほか 、 異 音 、 異 臭 及 び 温測 定 等 に よ

り 点検 するこ と。  

  ア  電気 工作 物の異 音、 異臭、 損傷 、汚損 等の 有無  

  イ  電線 と他 物との 離隔 距離の 適否  

  ウ  機械 器具 、配線 の取 付状態 及び 加熱の 有無  

  エ  接地 線等 の保安 装置 の取付 状態  

（ ２ ） 外 部 精 密 点 検は、 施 設 の 運 転 を 停 止して 、 上 記 点 検 のほ

か 、手 指を接 触さ せて点 検す ること 。  

施 設警 備業務  

 

 

 

 

（ １） 防犯  

 

 

 

 

 

 

 

 仕様 のとお り対 応する 。  

 な お 職 員 在 勤 時 に お い て は 在 勤 職 員 が 初 動 対 応 す る も の と

し 、 そ れ 以 外 の 時 間につ い て は 機 械 警 備 （外部 委 託 ） を 行 うこ

と によ り、委 託業 者が初 動に あたる 。  

 

＜ 職員 出勤時 ＞  

（ １ ） 館 内 巡 視 に より、 不 審 者 、 不 審 物 等がな い か 定 期 的 に確

認 する 。  

（ ２ ） 異 状 を 発 見 した場 合 は 「 ５  事 故 ・事件 の 防 止 措 置 と緊

急 時の 対応等 」に より対 応す る。  

＜ 職員 退勤時 ＞  

（ １） 警備会 社か らの連 絡を 受ける 。  

（ ２） 誤報⇒ 警備 会社へ の指 示⇒警 備会 社対応  
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（ ２） 火災  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ３） 設備  

〔 ３（ １）⑤ 〕   

 

   確 報 ⇒ 職 員 が出勤 し て 対 応 「 ５  事故・ 事 件 の 防 止 措置

と 緊急 時の対 応等 」  

 

 

＜ 職員 出勤時 ＞  

（ １） 館内巡 視及 び来館 者か らの通 報に より火 災を 発見。  

（ ２ ） 「 ５  事 故 ・事件 の 防 止 措 置 と 緊 急時の 対 応 等 」 （ 自衛

消 防組 織の結 成） により 対応 する。  

＜ 職員 退勤時 ＞  

（ １） 警備会 社か らの連 絡を 受ける 。  

（ ２） 誤報⇒ 警備 会社へ の指 示⇒警 備会 社対応  

   確報⇒ 職員 が出勤 して 対応  

   ※消防 、警 察通報 は機 械警備 と連 動  

 

＜ 職員 出勤時 ＞  

（ １）館 内巡 視によ り、設 備の 異状が ない か定期 的に 確認す る。 

（ ２ ） 異 状 を 発 見 した場 合 、 そ の 重 大 性 により 、 ① 県 所 管 課及

び 事 業 団 本 部 と 協 議 して 対 応 、 ② 館 内 で の 対応 の い ず れ

か によ り対応 する 。  

＜ 職員 退勤時 ＞  

（ １） 警備会 社か らの連 絡を 受ける 。  

（ ２） 誤報⇒ 警備 会社へ の指 示⇒警 備会 社対応  

   確報⇒ 職員 が出勤 して 対応  

消 防 設 備 保 守 点 検 業

務  

〔 ３（ １）⑥ 〕  

 消防 法の規 定に より実 施す る。  

（ １） 点検の 内容  

  ア  外観 ・機 能点検 ：年 １回  

  イ  総合 点検    ：年 １回  

（ ２） 消防用 設備 の概要  

  ・ 消火器  

  ・ 屋内・ 屋外 消火栓 設備  

  ・ 自動火 災報 知設備  

  ・ 誘導灯  

  ・ 非常警 報・ 放送設 備  

  ・ 防火・ 防排 煙設備  

一 般廃 棄物処 理業 務  

〔 ３（ １）⑦ 〕  

 「 廃 棄 物 の 処 理 及び清 掃 に 関 す る 法 律 」並び に 関 係 法 令 を遵

守 して 実施す る。  

 仕様 に定め られ たとお り適 切に処 理す る。  

産 業廃 棄物処 理業 務  

〔 ３（ １）⑧ 〕  

「 廃棄 物の処 理及 び清掃 に関 する法 律」を 遵守し て実 施する 。 

 仕様 に定め られ たとお り適 切に処 理す る。  

駐 車 場 の 管 理 及 び 施

設 内の 除雪  

〔 ３（ １）⑨ 〕  

 か に っ こ 館 が 管 理する 駐 車 場 （ 別 途 か ろいち 管 理 の 駐 車 場除

く ） 及 び 入 館 ま で の動線 に つ い て 、 入 館 に支障 の な い よ う 除雪

を 行う （雪か き目 安：積 雪１ ５㎝程 度） 。  

修 繕業 務  

〔 ３（ １）⑩ 〕  

 利 用 の 安 全 性 の 確 保 及 び 施 設 設 備 を 適 正 な 利 用 に 供 す る た

め 、 発 注 １ 件 あ た り５０ 万 円 （ 消 費 税 及 び地方 消 費 税 含 む 。）

の 修繕 を速や かに 行う。  

 ５ ０ 万 円 以 上 の 修繕に つ い て は 、 速 や かに県 に 報 告 し 、 その

指 示を 仰ぐも のと する。  

そ の 他 の 施 設 ・ 設 備

維 持  

（ １） 植栽  

（ ２ ） そ の 他 施 設 設

備 の維 持  

〔 ３（ １）⑪ 〕  

 

 

 利用 者が快 適に 利用で きる よう維 持 し、自 主管 理を 基本す る。 

 利用 者の安 全性 及び快 適な 利用の 確保、適 正に 維持 管理す る。 

 

保 険の 加入  

（ １） 対人賠 償  

 

（ ２） 対物賠 償  

〔 ３（ １）⑫ 〕  

 管理 区域内 にお いて下 記の とおり 保険 に加入 しま す。  

(１ )対 人賠償  １ 名につ き   30,000,000 円  

       １ 事故に つき  300,000,000 円  

(２ )対 物賠償  １ 事故に つき    3,000,000 円  

 

※ 免責 は (１ )(２ )ともに 1,000 円  
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  ウ  外部委託等の考え方  

 下記 のもの につ いては 外部 委託に よる 対応と しま す。  

① 専門 的知識 ・技 能や資 格が 必要な もの  

② 自主 で実施 する よりも 効率 的かつ 効果 的であ るも の  

 た だ し 外 部 委 託 す る 場 合 は 、 当 事 業 団 財 務 規 程 に 従 い 、 公 平 性 を 確 保 し た 方 法 に よ

り 選 定 し 、 長 期 契 約 等 に よ る 経 費 の 節 減 に 努 め る と と も に 、 鳥 取 県 産 業 振 興 条 例 の 趣

旨 を踏 まえ、 基本 的には 県内 業者へ 発注 する こ とと します 。   

（ １） 発注予 定  

種 別  内 容  期 間  
金 額 (年 額 )  

(概 算 ： 円 )  
発 注 先  

選 定  

方 法  

県 外 事 業 者 へ 発 注 す る 必 要

が あ る 場 合 は そ の 理 由  

委 託  飼 育 管 理  
H 3 1 . 4 . 1 ～

H 3 2 . 3 . 3 1  
4 , 8 7 4 , 0 0 0  県 内  随 意   

委 託  
空 調 設 備 機 械  

施 設 保 守 点 検  

H 3 1 . 4 . 1 ～

H 3 6 . 3 . 3 1  
1 , 4 7 6 , 0 0 0  県 内  入 札   

委 託  清 掃  
H 3 1 . 4 . 1 ～

H 3 6 . 3 . 3 1  
9 5 9 , 0 4 0  県 内  入 札   

委 託  
海 水 取 水 施 設  

維 持 管 理  

H 3 1 . 4 . 1 ～

H 3 2 . 3 . 3 1  
5 1 3 , 0 0 0  県 内  随 意   

委 託  
電 気 工 作 物  

保 守  

H 3 1 . 4 . 1 ～

H 3 6 . 3 . 3 1  
2 2 0 , 7 9 5  県 内  入 札   

委 託  
消 防 設 備 保 守  

点 検  

H 3 1 . 4 . 1 ～

H 3 6 . 3 . 3 1  
7 6 , 6 8 0  県 内  入 札   

委 託  機 械 警 備  
H 3 1 . 4 . 1 ～

H 3 6 . 3 . 3 1  
3 6 , 2 8 8  県 内  随 意   

委 託  一 般 廃 棄 物  
H 3 1 . 4 . 1 ～

H 3 6 . 3 . 3 1  
9 , 5 2 4  県 内  随 意   

委 託  産 業 廃 棄 物  
H 3 1 . 4 . 1 ～

H 3 6 . 3 . 3 1  
－  県 内  随 意   

委 託  
自 動 販 売 機 設

置 業 務  

H 3 1 . 4 . 1 ～

H 3 6 . 3 . 3 1  
－  県 内  ｺ ﾝ ﾍ ﾟ   

委 託  イ ベ ン ト 等  随 時  －  －  －   

※ イベ ント委 託に ついて は 随 時契約  

（ ２） 障がい 者就 労施設 及び シルバ ー人 材セン ター 等への 委託 の発注 予定  

   発注予 定は ありま せん 。  

 

４  開 館時間 ・休 館日  

（ １） 開館時 間の 考え方 と設 定内容  

  ア  開館 時間 の考え 方  

開 館準 備、館内清 掃 、管内 巡視 点検 の 実施 及び閉 館後 作業や 収受 金の計

算 のた め、現 行ど おりの 開館 時間と しま す。  

た だ し 事 前 連 絡 に よ り 団 体 等 の 予 約 が 入 っ た 場 合 や 夜 の イ ベ ン ト 等 を

実 施す る場合 には 時間延 長に より対 応し ます。  

備  考  

 

 

  イ  開館 時間 の設定 内容  

  ９時 ０ ０ 分  ～  １ ７時 ００ 分（８ 時間 ）  

 ※最 終入館 は１ ６時４ ５分  

備  考  

 

 

（ ２） 休館日 の考 え方と 設定 内容  

  ア  休館 日の 考え方  

 館内 各種保 守点 検、イベ ント 準備 、さら には 職員 のス キルア ップ のため

の 研修 参加等 が必 要であ るた め、現 行 ど おりと しま す。  

 ただ し事前 連絡 により 団体 等の予 約が 入った 場合 等、可能 な限 り柔軟 に

備  考  
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対 応し ます。  

 

  イ  休館 日の 設定内 容  

毎 週火 曜日（ 祝日 の場合 は翌 平日 、 ただし 3 月 24 日～ 4 月 8 日、 7 月

20 日 ～ 8 月 31 日 、 12 月 24 日～ 1 月 8 日は無休 ）                     

備  考  

 

 

５  事 故・事 件の 防止措 置と 緊急時 の対 応等  

（ １） 火災・ 盗難 ・災害 など の事故 ・事 件の防 止（ 防災） 対策  

か にっ こ館に おけ る事故・事件 の防止（ 防災）対 策と して、以 下の 措置

を 講じ ます。  

・ 消防 法を遵 守し 、防火 管理 者を配 置し ます。  

・ 消防 計画に 定め た 消防 訓練 を実施 しま す。  

・ 施設 内の安 全点 検を行 いま す。  

・ 来館 者への 事故 防止啓 発、 安全指 導の 実施を 行い ます。  

【 種別 ごとの 行動 内容】  

種  別  内   容  

火  災  火 の元 確認、 巡視 による 不審 者確認 ・声 かけ等  

盗  難  巡 視 に よ る 所 有 者 不 明 品 の 発 見 ・ 保 持 、 及 び 不 審 者 確

認 ・声 かけ等  

そ の他 の災害  天 気予 報等の 情報 収集等  

※ 上記 以外に つい ては、 その 都度館 内協 議にて 決定 し実施 。  

備  考  

 

 

（ ２） 緊急時 の体 制・対 応  

 下記 のとお り、 それぞ れの 案件ご とに 対応し ます 。  

（ １） 火災発 生時  

① 対応  

ア ．現 地を確 認す る。  

イ ．自 衛消防 組織 による 対応 （初期 消火 、１１ ９番 通報、 避難 誘導等）

を 行う 。  

 ウ． 関係各 所に 報告す る。  

② 体制  

【 かに っこ館 自衛 消防組 織】  

○ 自衛 消防隊 長  

・ 自衛 消防本 部を 設置し 、各 班への 命令 伝達  

及 び情 報収集 を行 う。  

・ 非常 持ち出 し物 品の搬 出及 び管理 を行 う。  

・ その 他指揮 統制 上必要 な事 項につ いて 判断  

し 、実 施する 。  

○ 通報 連絡班  

・ 消防 機関へ 通報 すると とも に、各 関係 機関へ 連絡 する。  

・ 館内 への非 常通 報並び に指 揮命令 の伝 達を行 う。  

・ 消防 救急隊 との 連携及 び情 報提供 を行 う。  

○ 消火 班  

・ 初期 消火を 行う 。  

・ 消防 隊と連 携し 、その 補佐 を行う 。  

・ 非常 電源を 確保 する。  

○ 避難 誘導班  

・ 入園 者を安 全に 誘導し 、避 難させ る。  

・ 未避 難者、 要救 助者の 確認 及び本 部へ の報告 を行 う。  

・ ロー ブ等を 使用 して警 戒区 域、立 入禁 止区域 を定 める。  

○ 救護 班  

・応急 救護所 を本 部に設置 し、消 防救 急隊と 連携を 図り ながら 負傷 者等  

備  考  

 

自衛消防隊長

通報連絡班

消火班

避難誘導班

救護班
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の 救助 及び応 急処 置を行 うと ともに 、速 やかに 救護 所へ搬 送す る。  

・ 負傷 者の住 所・ 氏名・ 負傷 状況や 程度 等の必 要事 項を記 録す る。  

※ 交代 勤務に より 想定し た職 員で班 が形 成でき ない 場合、現 に出 勤して い

る 職員 を各班 に振 り分け るこ とで対 応す る。  

（ ２） 盗難（ スリ ・置き 引き 等）  

① 対応  

ア ．被 害者の 動揺 を緩和 する 。  

イ ．カ バン・ ポケ ット等 の再 確認を 依頼 する。  

 ウ． 被害者 とと もに園 内を 捜索す る。  

 エ． 警察へ の通 報を促 す（ 基本は 被害 者が直 接す ること ）。  

 オ． 警察に 協力 する。 （そ の後警 察へ 引き渡 し）  

② 体制  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ３） 地震  

① 対応  

ア ．全国瞬 時警報 シス テム によ る情報 伝達 あった 場合 、大 きな声 で注 意

喚 起を する。  

  ※ 机・テ ーブ ルの下 にも ぐる、 割れ やすい もの の側か ら離 れる等  

イ ．揺 れてい る最 中は利 用者 、職員 とも に動か ない 。  

 ウ． 自衛消 防組 織によ る対 応（初 期消 火、１ １９ 番通報 、避 難誘導 等）

を 行う 。  

   ※火災 が発 生して いな い場合 、消 火班は 別の 班に配 置。  

エ ．関 係各所 への 報告を 行う 。  

② 体制  

  火 災発生 時の 体制を 準用 する。  

 

（ ４） 台風  

① 対応  

ア ．天気予 報等で 予測 のも と 、飛散 や落下 する おそ れの あるも のを 撤去  

す る。  

イ ．所 管課と 事前 に協議 し、 場合に よっ ては臨 時閉 館を検 討す る。  

 ウ．開館 中に台 風が 到着 した 場合 、職員 の巡 回、配置 によ り利用 者の危

険 を排 除する 。  

 エ． 台風通 過後 、被害 状況 を確認 する 。   

 オ． 関係各 所に 報告す る。  

② 体制  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ５） 事故  

    別紙 ２に よる。  

 

相談　　　　助言

報告　　　　指示

被害者

職員

館長

警察

聞取

通報

　協力

　注意喚起

報告　　　　指示

利用者

職員 ※落下物等撤去

館長 事業団本部

鳥取県

　　　協議
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＜ 避難 誘導手 順＞  

（ １） 状況説 明  

 ① 館 内 放 送 に よ る 説 明 若 し く は 職 員 に よ る 口 頭 で の 説 明 に よ り 、 避 難 の 必 要 性 、 係

員 の指 示に従 う旨 説明  

 ②詳 細説明 は避 難後  

（ ２） 避難指 示  

 ①落 ち着い て行 動する よう 、慌て ない よう指 示  

 ②最 も安全 な避 難経路 を指 示  

（ ３） 避難誘 導  

 ①は っきり と落 ち着い た口 調で誘 導  

 ②子 ども、 高齢 者、障 がい 者に配 慮  

 ③逃 げ遅れ た者 がいな いか 確認（ 目視 、声か け）  

 ※当 初想定 して いた避 難経 路に危 険が ある場 合、 変更す るこ とも可  

（ ４） 最終確 認  

 ①負 傷者、 行方 不明者 の確 認  

 ②消 防救急 隊等 到着後 、正 確な情 報伝 達及び 消防 救急隊 等作 業への 協力 ・補助  

 ③料 金を返 金す べきも のは 返金  

＜ 途中 閉館＞  

（ １） 入館中 止  

 ①館 入口に「 臨時休 館」の 表示を し 、新 規の入館 をス トップ する 。ホ ーム ペー ジに よ

り 臨時 休館の 情報 提供を 行う 。  

 ②新 規入館 した い利用 者に 対して 説明 する。  

（ ２） 事情説 明  

 ①既 入館者 に閉 館の事 情を 説明す る。  

 ②料 金を返 金す べきで ある 場合は 返金 する旨 説明 する。  

（ ３） 退館誘 導  

 ①ス タッフ が先 導し、 危険 箇所は 避け て退館 させ る。  

 ②料 金を返 金す る場合 は返 金する 。  

＜ 緊急 時にお ける 連携体 制＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0857-26-7309 
0857-32-0110 

近隣施設

0857-28-4321

かにっこ館 0857-38-8866

0857-22-5163

0857-50-1771
報告　　　　　指示

0120-465－210

0858-34-3321

078-731-7301
【緊急】
　※火事・救急　１１９
　※犯罪・治安　１１０

県栽培漁業ｾﾝﾀｰ

須磨水族館

事業団本部長

鳥取県

農林水産部水産

振興局水産課
鳥取警察署

湖山消防署

鳥取市保健所

中国電力鳥取

利用者

事業団理事長

職員

館長

かろいち

わったいな
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（ ３） 利用者 の苦 情等ト ラブ ルの未 然防 止と対 処方 法  

 職員 が巡回 を行 い、トラ ブル の元と なる ものを 発見・排除 する とともに 、

常 日頃 より利 用者 の声に 耳を 傾け、ト ラブ ル防止 を意 識して 行動 するよ う

努 めま す。ま たト ラブル の未 然防止 のた め下記 のと おり対 応し ます。  

備  考  

 

＜ トラ ブルの 未然 防止＞  

（ １） 入館の 拒否  

 ①対 象者（ ※事 前に許 可等 をとっ てい ない場 合）  

 ア． 他人の 身体 等に害 を及 ぼすお それ のある 者を 所持し てい る者  

  ・ 拳銃、 刀剣 類、バ ット 、花火 等を 所持し てい る者  

  ・拡声 器、メガ ホン等 騒音 を発す るお それの ある ものを 所持 してい る  

者  

  ・ プラカ ード 、のぼ り、 チラシ 等を 所持し てい る者  

 イ．著 しく粗 野又 は乱暴 な言 動で他 の入 館者に 迷惑 をかけ るお それが あ

る と認 められ る者  

 ウ． ペット を伴 ってい る者 （介助 犬、 介護犬 等を 除く）  

 エ． その他 禁止 行為を 行お うとす る者  

  ・ 無許可 で寄 付の勧 誘、 署名活 動を 行うこ と  

  ・展示 物を持 ち出 すこ と、接触 が禁止 され てい る展 示物に 触れ ること  

 ②対 応方法  

・他の入 園者 の安全 、館の 秩序 維持に つい てよく 説明 し、入園 できな

い こと を理解 させ る（な お犯 罪行為 に係 るもの は警 察に通 報） 。  

  ・退館 しない 場合 は複 数の 職員で 対応 し、暴力 行為 等あっ た場 合は警

察 に通 報する 。  

（ ２） 自然災 害等 の対応  

・閉館 にす るまで には 及ば ない と判断 した ときに おい ても 、安 全には

十 分に 配慮す るよ うに努 める 。  

 

＜ トラ ブルの 対処 方法＞  

 トラ ブルが 起き た場合 、速 やか に対処 する とと もに 、他 の利用 者が 巻き

込 まれ ないよ う、 十分に 注意 するこ と  

（ １） 暴力行 為を 発見し た場 合  

 ①乱 暴行為 や言 動、危 険物 を持ち 込ん でいる 利用 者を確 認し た場合 は、

直 ちに 退館さ せる こと  

 ②複 数の者 で対 応し、他 の利 用者が 巻き 込まれ ない ように 対処 するこ と  

 ③職 員で対 応で きかね る場 合は、 警察 に通報 する 。  

（ ２） 迷子の 取扱 い  

 ①保 護者等 から の届出  

・ 可能 な範囲 で周 辺の捜 索を 行う。  

 ・館 内放送 を行 う。  

 ・近 隣他施 設に 聞取り 、捜 索依頼 を行 う。  

 ・捜 索困難 と判 断した 場合 は、警 察に 届け出 るよ う保護 者に 依頼す る。 

 ②迷 子を発 見し た場合  

 ・そ の場で 保護 者の発 見に 努める 。  

 ・利用 者が発 見し た場合 は、発 見場所、時刻 及び 発見 者の氏 名、連 絡先

を 確認 し、引 き受 けるこ と。  

 ・近 隣他施 設に 照会を 行う 。  

 ・保 護者が 見つ からな い場 合は警 察に 届け出 るこ と。  

（ ３） 遺失物 、拾 得物の 取扱 い  

 ①遺 失物の 取扱 いにつ いて  

 ・遺 失者の 住所 、氏 名、電話 番号 、遺失 物の 特徴 、遺 失の日 時、場所等

を 聞き 取る。  

 ・警 察に届 け出 るよう 勧め る。  

 ・遺 失し たと名 乗る 者か ら照 会があ った 場合は 、特 徴等 を確認 の上 、受
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領 のサ インを 貰い 引き渡 す。  

 ②拾 得物の 取扱 いにつ いて  

 ・拾 得者か ら、住所 、氏 名、連絡先 、拾 得日 時、場所 等を確 認の 上預か

る こと。現金等 貴重 品の場 合は、有権・棄権、氏名 等告 知の同 意を 確

認 する こと。 職員 が拾得 した 場合も 同様 。  

 ・拾 得物は 事務 所に一 時保 管し、 落と し主の 申し 出を待 つこ と。  

 ・落 とし 主が現 れた 場合 、特 徴等 を確認 の上 、受 領の サイン を貰 い引き

渡 す。  

 ・落 とし 主から の申 し出 がな い場合 は、遺失 物法 に従 い速や かに 警察署

に 提出 する。  

【 疑義 がある 場合 】  

 ・拾 得物 に関し て疑義が ある 時、館長に 報告し慎 重に 取り扱 うこ と。 

 ・不 審物に 関し ては警 察に 届け出 るこ と。  

（ ４） 迷惑、 嫌が らせ行 為  

・ 催 し 物 等 の 行 事 に 伴 い 事 前 に 各 種 活 動 家 な ど の 反 対 行 動 が 予 想 さ れ

る 場合 は、鳥 取県 及び鳥 取県 警と連 絡を 取り合 い対 応する こと 。  

・管理 区域 内の各 種迷 惑行 為に ついて は 、鳥取 県立 とっ とり賀 露か にっ

こ 館 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 第 ３ 条 第 １ 項 第 ４ 号 に 抵 触 す る と

判 断し 、中 止要請 、退 館を 求め る。排除不 可能 と判 断し た場合 は鳥取

県 警の 協力を 要請 する。  

（ ５） 苦情、 提言 等の対 応  

 ①苦 情の聞 き取 り等  

・落ち 着い た態度 で最 後ま で話 を聞き 、納得し てい ただ けるよ う粘 り強

く 誠実 に対応 する こと。  

・不当 要求 行為と 判断 され る場 合は 、不 当要求 行為 等対 策責任 者 に バト

ン タッ チする こと 。  

② 苦情 等の記 録・ 協議・ 改善  

・ 利用 者から の苦 情は記 録に 残し、 職員 全員で 情報 共有す るこ と。  

・改善 を要 する事 項に つい ては 館内協 議を 踏まえ て館 長が決 定し 、職 員

全 員に 周知す るこ と。ま た今 後の館 の運 営に活 かし ていく こと 。  

③ 報告  

・ 軽微 な案件 につ いては 館内 までと する 。  

・ 重要 な案件 につ いては 、観 光事業 団本 部及び 鳥取 県に報 告す る。  

（ ６） 駐車場 内で の交通 事故  

 ・内 容につ いて 聞き取 るこ と。  

・ 警察 への通 報を 勧める こと 。  

・ 基本 的には 当事 者同士 の話 とし、 深く まで立 ち入 らない こと 。  

（ ７） 利用の 拒否 （ 鳥取 県立 とっと り賀 露かに っこ 館設置 管理 条例よ り） 

  下 記の行 為を する者 又は そのお それ のある 者に ついて は、か に っこ 館

の 利用 を拒否 する 。  

ア ． かに っこ 館 の施 設設 備 又は 展示 物 を損 傷し 、 若し くは 汚 損し 、又

は その おそれ のあ る行為 をす る 者  

イ ．所 定の場 所以 外の場 所に おいて 喫煙 をする 者  

ウ ．み だりに 空き 缶、空 き瓶 その他 のご みを捨 てる 者  

エ ．他 人に迷 惑を 及ぼし 、又 はその おそ れのあ る行 為をす る者  

オ ．そ の他知 事が 別に定 める 行為を する 者  

（ ８） その他  

・上記に ない ものに ついて は 、その 都度 館内で 協議 し決 定する こと 。重

要 と思 われる もの につい ては 、鳥 取県に 報告（事 業計 画の追 加）する

こ と。  
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（ ４） 利用者 等の 要望の 把握 及び対 応方 針  

（ １） 利用者 の要 望の把 握  

  下 記によ り利 用者の 要望 を把握 する ととも に、不 定期に アン ケート を

実 施し 、より タイ ムリー なご 意見を 頂き ます。  

 ①ホ ームペ ージ  

 ②ク イズラ リー 等のご 意見  

 ③利 用者か ら直 接聞き 取り  

 ④電 話、メ ール 、はが き等 による ご意 見  

⑤ 県民 の声  

（ ２） 対応方 針  

  利 用者の 声は 、館 をグ レー ドアッ プし ていく 上で 、重 要なポ イン トで

あ るこ とを理 解し 、丁寧 に対 応しま す。  

 ①利 用者の 声を 集計す る（ 月ごと ）。  

 ②重 要なも のと 軽微な もの に振り 分け る。  

 ③重 要なも のは 館内協 議若 しくは 館長 判断に より 対応方 針を 決定す る。 

 ④全 職員に 周知 を図る 。  

 ⑤対 応を開 始す る。  

（ ３） 改善  

  利 用者の 声が 集まり にく い、対象 者が 偏って しま うなど の問 題点が あ

っ た場 合には 、集 める 方法 を検 討し 、より 効果 的な もの になる よう 努め

ま す。  

（ ４） 報告  

  重 要と判 断し た利用 者の 声につ いて は、対応 方針 を含め 、観 光事 業団

本 部及 び鳥取 県に 報告 し ます 。  

備  考  

 

 

６  管 理経費  

（ １） 管理経 費の 効率化 の考 え方  

 他施 設での 管理 実績を 元に 、常 に費用 対効 果を 意識 し、費用の 節減 に努

め ます 。ま た保守 管理 等 外 部委 託につ いて は、複数 年契 約や事 業団 一括契

約 など により 費用 の削減 を行 います 。  

備  考  

 

 

（ ２） 県委託 料の 額  

総 額及 び年度 内訳  提   示   額  県 委託 料上限 額  

 総 額 (５カ 年 ) ２ ６８ ，２０ ０千 円  ２ ６８ ，４８ ６千 円  

 平 成３ １年度  ５ ３， ２００ 千円  ５ ３， ２８１ 千円  

 平 成３ ２年度  ５ ３， ７００ 千円  ５ ３， ７４４ 千円  

 平 成３ ３年度  ５ ４， １００ 千円  ５ ４， １２２ 千円  

 平 成３ ４年度  ５ ３， ５００ 千円  ５ ３， ５９２ 千円  

 平 成３ ５年度  ５ ３， ７００ 千円  ５ ３， ７４７ 千円  

 

７  組 織及び 職員 の配置 等                                                       

（ １） 管理運 営の 組織    

（ １） 基本的 な考 え方  

  体 制 に つ い て は 、 観 光 振 興 と 水 産 振 興 の 設 置 目 的 を 十 分 に 発 揮 で き る よ う 、 経 験

値 の 高 い ス タ ッ フ を 配 し 運 営 に 当 た り ま す 。 館 長 は 全 て の 職 員 を 束 ね る と と も に 、

県 ・事 業団本 部と 協力し て運 営でき る職 員を配 しま す。  

  ま た 接 客 業 で あ る こ と を 理 解 し 、 高 い 接 客 ス キ ル を 保 持 で き る よ う 、 研 修 等 を 通

じ てレ ベルア ップ を図り ます 。  

（ ２） 組織図  

  具 体的な 組織 体制に つい ては下 記の とおり、８名（ ７名）体制とし ます（ 初年度）。 
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※ 事 務 ラ イ ン と 技 術 ラ イ ン で 分 か れ て い ま す が 、 業 務 分 担 上 の ラ イ ン で あ り 、 運 営 に

つ いて は一体 的に 行いま す。  

※ 嘱託 職員は 外部 委託業 者の 職員で あり 、当事 業団 の職員 では ありま せん 。  

※ 嘱 託 職 員 は １ 年 間 を 予 定 し て い る こ と か ら 、 ２ 年 目 以 降 の 体 制 は 初 年 度 の 運 営 状 況

を 勘案 の上決 定し 、２年 目 以 降の年 次事 業計画 に盛 り込み ます 。  

 

（ ２） 職員の 職種 等  

〔 職種 等の記 載〕  

職 種  

(職名 ) 

雇 用  

関 係  

月 勤務  

日   数  

従 事す る  

業 務内 容  
資 格等  

現 在の

施 設職

員 の継

続 雇用

の  可  

否  

人 件費  

（ 千円 ）  

館 長  常 勤  約 21 日  館 の総 括  Ａ ＥＤ  －  8,202 

主 幹  常 勤  〃  財 務・ 労務等 全般  Ａ ＥＤ  －  3,767 

主 事  常 勤  〃  
施 設管 理・飼 育管 理  

イ ベン ト等  
Ａ ＥＤ  －  4,544 

主 事  常 勤  〃  〃  Ａ ＥＤ  －  4,544 

ス タッ フ  常 勤  〃  〃  Ａ ＥＤ  可  2,416 

ス タッ フ  常 勤  〃  〃  Ａ ＥＤ  可  2,416 

ス タッ フ  常 勤  〃  〃  Ａ ＥＤ  可  2,416 

※ 嘱託 職員  委 託  〃  飼 育管 理が主  Ａ ＥＤ  －  ※ 委託 料  

計       28,305 

※ 嘱託 職員は 委託 料で計 上  

 

（ ３） 現在の 指定 管理者 の雇 用する 施設 職員の 継続 雇用に 関す る方針  

 施 設 に お け る 効 用 の 最 大 限 発 揮 や 、 利 用 者 へ の 良 質 な サ ー ビ ス を 提 供 す る た め 、 経

験 を 活 か し た 管 理 運 営 の ノ ウ ハ ウ 及 び 実 践 的 な 能 力 を 備 え た 現 在 の 非 常 勤 職 員 を 継 続

雇 用す る方針 です 。  

 具 体 的 に は 指 定 管 理 者 の 選 定 後 、 当 事 業 団 と 継 続 雇 用 を 希 望 す る 職 員 の 方 と の 間 で

雇 用 条 件 、 職 務 内 容 な ど 諸 条 件 の 協 議 を 行 い 、 そ れ が 整 っ た 上 で 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １

日 付で 雇用契 約を 締結し ます 。  

 

（ ４） 障がい 者又 は高齢 者の 雇用計 画  

 現在 のとこ ろ、 障がい 者及 び高齢 者の 雇用計 画は ありま せん 。  

 

（ ５） 日常の 職員 配置  

  〔 職 員 配置例 〕  

業 務 内 容  

職 員 配 置 場 所 、 配 置 時 間 、 配 置 人 数  

体 験 実 習 室  

展 示 室  

バ ッ ク ヤ ー

ド  

事 務 室  そ の 他  

開  

館  

通

常  

① 開館 準備  

 清掃 等  

8:30～ 9:00 

4～ 5 名  

 8:30～ 9:00 

1～ 2 名  

 

嘱託
技術

館長
事務

主幹

主事(2) ｽﾀｯﾌ(3)
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日  ② 来館 者対応  

 電話 対応  

 事務 作業  

飼 育管 理  等  

9:00～ 17:00 

5～ 6 名  

 

③ 閉館 作業  

 集計  等  

17:00～ 17:30 

5～ 6 名  

 

特

別  

① イベ ント     10:00 頃 ～  

1～ 2 名  

② 出前 かにっ こ館     10:00 頃 ～  

2 名 程度  

休  

館  

日  

① 水槽 清掃  8:30～ 10:00 

3 名 程度  

  

② 業者 対応  

 電話 対応  

 事務 作業  

飼 育管 理  等  

10:00～ 17:30 

3 名 程度  

 

③ イベ ント等 準備  随 時   

※ 事 務 分 担 に と ら わ れ ず 、 全 員 で 館 の 運 営 に 携 わ る こ と 。  

※ 水 槽 の 清 掃 は 開 館 中 に 行 う （ ＝ 来 館 者 対 応 ） 。  

＜ 備 考 ＞  

 勤 務 日 数 :約 ２ １ 日 ／ 月  

 開 館 日 ： ５ ～ ６ 人 、 休 館 日 ： ３ 人 程 度 で の ﾛｰﾃｰｼｮﾝ勤 務  

 

（ ６） 人材育 成  

 接 遇 、 経 理 、 管 理 運 営 業 務 な ど 、 職 員 一 人 一 人 が こ れ ま で に 培 っ た 実 務 経 験 や 専 門

的 知 識 、 技 能 を 活 用 し 、 利 用 者 へ の サ ー ビ ス 向 上 や 効 率 的 な 管 理 運 営 を 実 践 す る こ と

に よ り 、 ス キ ル の 研 鑽 を 日 々 行 い ま す 。 ま た 併 せ て 下 記 研 修 に よ り 更 な る レ ベ ル ア ッ

プ を図 ります 。  

・ 接遇 研修（ 接客 スキル の向 上）  

・ 人権 研修（ 人権 意識の 向上 ）  

・ 財務 ・会計 関係 研修  

・ 労務 関係研 修  

・ 観光 関連研 修（ 観光関 連団 体実施 ）  

・ 救命 救急講 習（ ＡＥＤ 講習 ）  

・ 職階 別研修  等  

 

８  関 係法令 に係 る監督 行政 機関か らの 指導等 の状 況及び 対応 状況  

   （募集 の受 付期間 の最 終日か ら起 算して ３年 前の日 まで の間）  

該 当は ありま せん 。  

 

９  法 人等の 社会 的責任 の遂 行状況  

（ １） 障がい 者雇 用  

   

ア  常 用労働 者数 ４５． ５人 以上の 事業 者であ り、  

 ☑法 定雇用 率を 達成し てい る。  

   （ 平 成３ ０年６ 月１日 現在 で管轄 公共 職業安 定所 に提出 した「障害者 雇用 状況報 告

書 」の 写しを 添付 するこ と。 ）  

  □  法 定 雇 用率を 達成し てい ない。  

   

イ  常 用労働 者数 が４５ ．５ 人未満 の事 業者で あり 、  

  □  障 が い 者（身 体障が い者 ・知的 障が い者・ 精神 障がい 者） を雇用 して いてい る。 
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   （ 障 がい者 雇用 を証明 でき る書類 を添 付する こと ）  

  □  障 が い 者を雇 用して いな い。  

 

 

（ ２） 男女共 同参 画推進 企業 、あい サポ ート企 業等 の認定 の認 定  

 

 ☑  男 女 共同参 画推進企 業に 認定さ れて いる。 （認 定証の 写し を添付 する こと。 ）  

 

 □  男 女 共同参 画推進企 業に 認定さ れて いない 。  

 

 □  そ の 他 の 国 又 は 地 方 公 共 団 体 の 男 女 共 同 参 画 に 関 す る 類 似 制 度 の 認 定 等 を 受 け

て いる 。（認 定証 等の写 しを 添付す るこ と。）  

 

 

 ☑  あ い サポー ト企業等 に認 定され てい る。（ 認定 証の写 しを 添付す るこ と。）  

 

 □  あ い サポー ト企業等 に認 定され てい ない。  

 

 □  そ の 他 の 地 方 公 共 団 体 の 障 が い 者 支 援 に 係 る 類 似 制 度 の 認 定 等 を 受 け て い る 。       

（ 認定 証等の 写し を添付 する こと。 ）  

 

 

（ ３ ） Ｉ Ｓ Ｏ 14001・ 鳥 取 県 版 環 境 管 理 シ ス テ ム 審 査 登 録 制 度 （ Ｔ Ｅ Ａ Ｓ ） I 種 又 は Ⅱ 種 規 格     

認 証等  

 

  Ｉ Ｓ Ｏ 14001、 ＴＥＡＳ Ⅰ種 規格又 はⅡ 種規格 に基 づく環 境管 理シス テム につい て  

 

 ☑  認 証 登録さ れている 。（ 登録証 等の 写しを 添付 するこ と。 ）  

 

 □  認 証 登録さ れていな い。  

 

 □  そ の 他の環 境配慮に 関す る類似 規格 の認証 登録 等を受 けて いる 。（ 登 録証等 の写

し を添 付する こと 。）  

 

 

10 そ の他  

指 定管 理者と して 選定い ただ いた場 合は、現体制 から のスム ーズ な業務 移行 のため 、

「 か に っ こ 館 開 館 準 備 室 」 を 設 置 し 、 現 体 制 か ら の 引 継 ぎ や 新 ホ ー ム ペ ー ジ の 作 成 な

ど 、４ 月１日 から の新規 オー プンの 準備 を行い ます 。  

 ま た 県 に 許 可 が い た だ け れ ば 、 ４ 月 １ 日 以 前 に 一 部 改 修 を 行 い 、 新 規 オ ー プ ン に 向

け た軽 飲食コ ーナ ーの準 備を 行いた いと 存じま す （ 保健所 許可 の場合 ） 。  

 

 

 


